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この出願は、出願公告すべ きものと決定する。

特許庁審査官

この謄 本 は原本 と相違 しない ことを認証す る。 3乱  博, 11
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特許の権利譲渡または実施許諾の用意に関する特許
公報への掲載について

特許庁では、特許につき権利譲渡または実施許諾の用意がある方に対し、次の方法で
特許公報にその旨公示し、一般への周知方をはか り、これを閲覧された方と権利者と
の間において、相互に成約できる機会をつくります。           1
(1)表面の申込書にそれぞれ該当事項を記入、捺印のうえ、特許庁 (管理課)に送付

して下さい。

(2)権利譲渡または実施許諾に関し、いずれか一方に用意があるときは、その用意が
あるものに、両方いずれにも用意があるときは両方に、それぞれ○印を付して下さ
い。 (若 し、どちらにも○印を付していない場合は、両方いずれにも用意があるも
のとして、公示致します。)

(3)本申込書が出願公告の決定謄本記載の発送年月日より30日 以内に特許庁(管理課)

に到達したときは、特許公報に公告の際、「出願公告目次」と特許公報に申込人の
上記(2)に よる希望にしたがい、「出願人において、権利譲渡または実施許諾の用意
がある。」「出願人にお―いて、権利譲渡の用意がある。」または「出願人において、

:■||■ ■ 寒施許諾の用意が4.る し」旨の公示を致します。

日(認証書|1杏‐甲峰青12‐守F.謄杏楽挙年月日||:「串願公告,休
=謄

本J謳載の年月

1に)本申込書が30日 を過ぎて特許庁に到達したときは、原貝」として、1月 ごとにこれ
をとりまとめ、特許公報め「出願公告目次」中の「権利譲渡または実施許諾の用意
に関する一覧表」により、公告番号、発明の名称、出願人の氏名(名 称)、 住所 の
公示を致します。

(た だし、30日 を過ぎた場合であつても、特許公報の発行状況にょり、特許公報の

「出願公告目次Jと 特許公報に、上記

“

)と 同様の公示をすることがあります。)
(5)共同出願の場合は、その共同出願人全部の記名、捺印を要し、住所は共同出願人

の一人が代表して、その住所 (一番上に記名した出願人の住所)を記入して下さい。
(6)弁理士その他の方が代理人として申込まれる場合も、上記出願人の記名、捺印を
要します。

(つ 既に取得している特許権につき、権利譲渡または実施許諾の用意があり、その旨
特許公報に公示を希望するときは、特許庁 (工業所有権相談所または万国工業所有
権資料館開覧室)、 通商産業局、社団法人発明協会 (本部または支部)(商工会議所、
弁理士事務所その他公報閲覧所等に備えてある「特許公報掲載申込書(No.7)」の様
式にしえがい、所要の事項を記入、捺印して、特許庁(管理課)に その旨申込んで下
さい。

この場合は、特許公報の「出願公告目次」に、上記(4)と 同様に公示致します。そ
の際、上記に)の「出願人の氏名

`名
称)」 のi関 には権利者の氏名 (名称)を記載し、

「特許番号」を追加して公示致します。



権利譲渡または実施許諾の用意に関する

特許公報掲載申込書 (Arο。1)

※(分類第 9♪ 類)(1)願 書 番 号 特 願 昭

(2)発 明め名称__

(3)出願公告の決定謄本発送年月日墜型 _)F年 ′ノ〆月 //日

上記出願ヤ

F関
し
て く見衆曇)の用音がある旨を、

一

´
/

1公報に掲載するよう依頼する。

昭 和
1年

庁 (管理課)

御 中

特許

日月

特

申込人 (出願人)

住

代  理

住

①

①

③

③

所

所

(電話

(電 話

裏面の説「/3を 読んだうえ、特許公報への掲載希望があれば、本申込書を切取線で

切取つて、特許庁 (管理課)(東京者F千代田区三年目]・ 一番地)に送付して下さい

(※ の印の描は特許庁において記入する。)

◇ 丁
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